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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２６年９月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年９月２３日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 宮城県牡鹿半島南東方沖 

 宮城県石巻市所在の金華山灯台から真方位１２６°１１.２海里付

近 

 （概位 北緯３８°０９.９′ 東経１４１°４６.５′） 

インシデント調査の経過  平成２６年４月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十五清
せい

正
しょう

丸、１９トン 

 ＭＧ２－５６５６（漁船登録番号）、個人所有 

 １９.４９ｍ（Lr）×４.４６ｍ×１.８７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６６９kＷ、平成１２年１１月１５日 

 第２１０－４８３５７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成１２年３月２７日 

  免許証交付日 平成２２年３月１７日 

         （平成２７年３月２６日まで有効） 

漁労長 男性 ５７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５２年１０月１４日 

  免許証交付日 平成２５年７月１０日 

         （平成３０年７月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機クランク軸１番クランクピン部、１番シリンダピストン、ピスト

ンピン、連接棒等に焼損、２番～６番クランクピンメタル及び１番～

７番主軸受メタルに金属粉の噛
か

み込み傷、過給機軸受ハウジングにか

き傷等 

 インシデントの経過  本船は、船長及び漁労長ほか３人が乗り組み、牡鹿半島南東方沖で

底引き網漁の操業中、操舵室で操船していた漁労長が、主機クランク

室オイルミスト抜き管から白いミストが出ていることを認めた。 
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 本船は、直後に主機の音が変わって回転数が低下し、平成２５年９

月２３日０５時３０分ごろ主機が停止した。 

 漁労長は、機関室に急行して主機の点検を行い、ターニングを行お

うとしたが、ターニングすることができなかったことから、修理会社

に連絡した。 

 本船は、僚船にえい
．．

航されて石巻市石巻漁港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項 

 

 漁労長は、本船の船舶所有者であり、操業中には、操船、操業等の

指示及び機関の保守点検を行っていた。 

主機は、過給機付４サイクル６シリンダディーゼル機関であり、ク

ラッチで１速と２速とを切り替えることができるようになっていた。

 漁労長は、主機を定格回転数毎分（rpm）１,４５０のところ、航行

中は１速で約１,２００rpm、底引き網を引く際は２速で約１,３００

rpm としていた。 

 主機は、平成２２年７月に換装（新替え）されていた。 

 主機は、本インシデント後、修理会社による点検の結果、６番シリ

ンダのピストンリングの固着及びシリンダライナの偏摩耗、潤滑油の

汚れ及びオイルフィルタの目詰まりが発見された。 

 本船は、夏期が休漁期となっており、船体、機関等の整備を行って

いた。 

 漁労長は、潤滑油の取替えを年間３回行っていた。 

 主機は、本インシデントの約１か月前、整備会社により、燃料弁、

過給機、各冷却器、こし器等の整備及び潤滑油の取替えが行われてい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

本船は、牡鹿半島南東方沖で操業中、主機の潤滑油が汚損して潤滑

油こし器が目詰まりし、１番シリンダへの潤滑油供給量が不足してク

ランクピン軸受が焼損したことから、主機の運転ができなくなり、運

航不能になったものと考えられる。 

主機は、６番シリンダのピストンリングが固着してシリンダライナ

が偏摩耗し、燃焼ガスがクランクケースに吹き込んで潤滑油が汚損

し、潤滑油こし器が目詰まりした可能性があると考えられるが、詳細

を明らかにすることはできなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、牡鹿半島南東方沖で操業中、主機の潤

滑油が汚損して潤滑油こし器が目詰まりし、１番シリンダへの潤滑油

供給量が不足してクランクピン軸受が焼損したため、主機の運転がで
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きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に潤滑油の性状を点検するとともに、主機運転中、クラン

クケースのオイルミスト抜き管から排出されるミストの状況を確

認すること。 

 


